
なし

（各年4月1日現在）

    （注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の
給与水準を示す指数である。

　　　　　２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
単純平均したものである。

　　　　　３ 「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置が無いと
した場合の値である。

１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　人件費には事業費支弁人件費を含む。

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

給 与 費

568,499  

(4) ラスパイレス指数の状況

千円　

Ａ　

千円　

167  

区 分

区 分

人　
23年度

（23年度末） 

21,622  

203,348  

住民基本台帳人口

      ２　職員数は、平成23年4月1日現在の人数である。

(3) 特記事項

842,967  
23年度

人　 千円　

％　

17.6  

(参考)類似団体平均

315,194  

計　　Ｂ　

千円　

（参考）

Ｂ／Ａ　

職員 手当

5,048  

職員数

5,762  

千円　

71,120  

千円　

給 料

％　

千円　

１人当たり
給与費 B/A

8,597,120  

一人当たり給与費

千円　

千円　

期末・勤勉手当

1,318,424  15.3  

歳 出 額

Ａ　

人 件 費

Ｂ　

実 質 収 支 人件 費率

22年度の人件費率

平成 24 年度 下諏訪町の給与・定員管理等について

(H19) 

92.4 

(H19) 

95.8 

(H19) 

93.9 

(H24) 

101.8 

(H24) 

104.6 (H24) 

103.3 

(H24参考値） 

94.1 

(H24参考値） 

96.7 (H24参考値） 

95.5 

90.0

95.0

100.0

105.0

下諏訪町 類似団体平均 全国町村平均 
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 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成24年4月1日現在）

①　一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成24年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤　 

      ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額」（国ベース）の括弧書きは、給与

改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

(2) 職員の初任給の状況（平成24年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成24年4月1日現在）

円 － 円 円

円 円 円

円 － 円 円

     （注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）

　　である。

45.4

平 均 給 料 月 額平 均 年 齢

345,814

下諏訪町 長 野 県

175,600

404,792

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において

明らかにされているものである。　　　　　 

172,200

320,717

 長野県

 類似団体

  また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、

特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計

算したものである。

 国

42.8

経 験 年 数 ２ ０ 年

142,300

42.8
304,944

（329,917）

376,072

区 分

一 般 行 政 職

140,100

380,771

短 大 卒

163,987
（172,200）

国区 分

304,200

372,906
（401,789）

高 校 卒

352,117

133,418
（140,100）

大 学 卒

平 均 給 与 月 額
（ 国 ベ ー ス ）

-

325,830331,209

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

41.5 298,800 下諏訪町

平 均 給 与 月 額

266,400

331,000

経 験 年 数 １ ０ 年

高 校 卒

区 分

大 学 卒

一 般 行 政 職

経 験 年 数 １ ５ 年

188,800

234,600

291,100203,300
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

（注）１　下諏訪町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）　平成18年に8級制から6級制、平成20年に7級制に変更している。
　　　　（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）                                                                          

(2) 一般行政職の級別職員数の状況（平成19年4月1日現在）昇給への勤務成績の反映状況

職 員 数

２　　級

　主査の職務３　　級

　副主幹の職務

役場組織の活性化と人材育成を目的とした人事考課を全職員を対象に実施している。

区 分 構 成 比

　主任の職務

１　　級

標 準 的 な 職 務 内 容

４　　級

５　　級

　主事の職務

　副参事の職務６　　級

　参事の職務

12.7 ％

23.7 ％28 人　主幹の職務

2.6 ％3 人

5 人７　　級

11.0 ％

22.9 ％

27 人 22.9 ％

4.2 ％

13 人

27 人

15 人

1級 22.9% 
１級 19.0% 

1級 2.3% 

2級 11.0% 

2級 10.3% 

2級 12.3% 

3級 22.9% 3級 29.3% 

3級 46.9% 

4級 12.7% 

4級 20.7% 4級 15.4% 

5級 23.7% 

5級 13.8% 5級 16.9% 

6級 2.6% 6級 4.3% 
6級 6.2% ７級 4.2% 7級 2.6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成24年の構成比 平成23年(1年前)の構成比 平成19年(5年前)の構成比 
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千円　 千円　

　（23年度支給割合） 　（23年度支給割合） 　（23年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　勤勉手当

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　　職制上の段階、職務の級等に 　　職制上の段階、職務の級等に 　　職制上の段階、職務の級等に

　　よる加算措置 　　よる加算措置 　　よる加算措置

　　・役職加算　　　 5～15% 　　・役職加算　　　 5～20% 　　・役職加算　　　 5～20%

　　・管理職加算　15～25% 　　・管理職加算　10～25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　勤続２０年 月分 月分 　勤続２０年 月分 月分

　勤続２５年 月分 月分 　勤続２５年 月分 月分

　勤続３５年 月分 月分 　勤続３５年 月分 月分

　最高限度額 月分 月分 　最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　　定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算） 　　定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）

千円 千円

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額である。

千円

円

％ 人 ％

月分）

30.55

４　職員の手当の状況

 2.60

23.50

下諏訪町

(1) 期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（23年度） 　１人当たり平均支給額（23年度）

 2.60  1.35 1.35

1,595

月分

（ 0.65

(2) 退職手当（平成24年4月1日現在）

月分

支 給 対 象 地 域

月分）

支給実績（23年度決算）

59.28

41.34

47.50

41.34

　１人当たり平均支給額

月分）

　（支給率）　　　　　　　　自己都合　　勧奨・定年

 1.35

役場組織の活性化と人材育成を目的とした人事考課を全職員を対象に実施しており、勤勉手当に
反映している。

月分

　（支給率）　　　　　　　　自己都合　　勧奨・定年

月分

月分）（ 1.45 月分）

下諏訪町

（ 0.65

支 給 対 象 職 員 数

国

月分

－

長 野 県

59.2859.28

59.28

0

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

11,886 26,044

59.28

月分

国の制度（支給率）支 給 率

月分）

1,233

（ 1.45

-

33.50

30.55

 2.60

（ 0.65

23.50

- -

59.28

47.50

0

－

国

（ 1.45

33.50

 (3) 地域手当（平成24年4月1日現在）
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千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

　町税等の徴収

7

　遺体の処理

　ごみ収集又は処理

　感染症の処理

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

手 当 の 名 称

 (5) 時間外勤務手当

 月額　　　　　　3,000円

18,596

　ハイム天白の勤務

　図書館、博物館
　体育館等の勤務

 月額　 2,000円～7,000円
 夜勤　　　１回　3,000円

 日額　　　　　　　300円

102

　税務手当

　健康福祉課職員

　清掃センター職員

　特別養護老人ホーム職員又は
　老人デイサービスセンター職員

支給実績（22年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度）

 １回　　　　　　1,500円
 （変死体の場合は3,000円)

 日額　　　　　　　250円

 日額　　　　　　　300円

　感染症防疫手当

　教育こども課職員

17,991

4,474支給実績（23年度決算）

 日額　　　　　　　300円

手当の種類（手当数）

　住民環境課職員

主 な 支 給 対 象 職 員

77,144

28.4

左記職員に対する支給単価

 (4) 特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

　用地交渉手当

支給実績（23年度決算）

　清掃作業手当

　税務課職員

99

　遺体処理手当

　建設水道課職員

　特別養護老人ホーム等
　勤務手当

　図書館等勤務手当

　用地取得等の交渉

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

主な支給対象業務

支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算）
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円

円

円

円

円

円

円

555,927

46,561

千円

(6) その他の手当（平成24年4月1日現在）

千円

1,025

管理職手当

12,199

千円

支給職員１人当たり
平 均 支 給 年 額
（ 23 年 度 決 算 ）

国の制度と
異なる内容

支 給 実 績
（23年度決算）

国 の 制 度
と の 異 同

4,144

0

220,366千円

244,038

交通機関・交通用具等の通勤職員に支給

1 交通機関
　運賃等相当額　限度額　　 55,000円
2 自動車等
 (1) 片道 5Km未満　　　　　 2,000円
 (2) 片道 5Km以上10Km未満　 4,100円
 (3) 片道10Km以上15Km未満　 6,500円
 (4) 片道15Km以上20Km未満　 8,900円
 (5) 片道20Km以上25Km未満　11,300円
 (6) 片道25Km以上30Km未満　13,700円
 (7) 片道30Km以上35Km未満　16,100円
 (8) 片道35Km以上40Km未満　18,500円
 (9) 片道40Km以上45Km未満　20,900円
(10) 片道45Km以上50Km未満　21,800円
(11) 片道50Km以上55Km未満　22,700円
(12) 片道55Km以上60Km未満　23,600円
(13) 片道60Km以上　　　　　24,500円

管理・監督の地位にある職員に支給

1 課等の長　　 （参  事）54,700円
　　　　　　　 （副参事）51,700円
2 課長補佐　　 （主　幹）39,300円
　　　　　　　 （副主幹）39,300円

管理職員特
別勤務手当

8,895

千円

0

家賃を支払い借家等に居住する職員に支
給

1 家賃月額23,000円以下
　　　　　　　　　　家賃額-12,000円
2 家賃月額23,001円～54,999円
　　(家賃額-23,000円)×1/2+11,000円
3 家賃月額55,000円以上　　 27,000円

内 容 及 び 支 給 単 価

同

同住居手当

宿日直手当
日直勤務の職員に支給
1 １日勤務　　　　　　　　　4,200円
2 半日勤務　　　　　　　　　2,100円

同

扶養手当 同

同

同

臨時・緊急の必要等により週休日・休日
に勤務した管理・監督の地位にある職員
に支給　 勤務１回  限度額　12,000円

同

千円

62,883

10,047

11,470 千円

19,833

世帯区分により11月～翌年3月まで支給
1 扶養親族のある職員　月額 17,800円
2 扶養親族のない職員　月額 10,200円
3 その他の職員　　　　月額　7,360円

手 当 名

通勤手当

寒冷地手当

扶養親族のある職員に支給

1 配偶者　　　　　　　　　 13,000円
2 その他                  　6,500円
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円 円

（ 円）

円 円／ 円

( 円）

円 円

( 円）

円 円

( 円）

円 円

( 円）

円 円

( 円）

月分

月分

　　　（算定方式） （支給時期）

円

円

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　２　退職手当の「1期の手当額」は4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期(4年=48月)

　　　　勤めた場合における退職手当の見込額である。

５　特別職の報酬等の状況（平成24年4月1日現在）

227,000

904,000

311,500

383,500

750,000

区 分

円／

（参考）類似団体における最高／最低額

給 料 月 額 等

円／

円／

円／

　　（23年度支給割合）

2.95

議　　　　　　員

収　　 入 　　役

副　 　町　 　長

627,000円×在職月数×0.26

2.95

7,824,960 

議　　　　　　長

251,000

266,000

328,000

町　　　　　　長

　　（23年度支給割合）

237,000

762,000円×在職月数×0.44

副　 　町　 　長

議　　　　　　長

251,000

副　　 議 　　長

常任・議運委員長

副　　 議 　　長

237,000

（1期の手当額）

副　 　町　 　長

期

末

手

当

退

職

手

当

報

酬

常任・議運委員長

町　　　　　　長

182,000

－

議　　　　　　員

町　　　　　　長

円／499,000

－

266,000

任期毎

157,000

328,000

任期毎16,093,440 

627,000

給

料

762,000

762,000

627,000

430,000

400,000
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６　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

3

0

平成23年
主 な 増 減 理 由

15

5

0

対 前 年
増 減 数

039

13

3

1

6

0

職 員 数

14

平成24年

6

　　　　　　　　　　区　　分
　部　　門

12

欠員補充 1

1

一

般

行

政

部

門

12

普

通

会

計

部

門

39

商　　工

議　　会

農林水産

21

35

168

147

6

22

2

170

148

0

53

労　　働

税　　務

土　　木

総　　務

6

水　　　　 道

小　　　　 計 0

[ 0 ］

0

2

54

2

[ 250 ］

民　　生

小　　　　 計

衛　　生

教 育 部 門

4343

35

2

6

13

下　 水 　道

そ　 の 　他

計

[ 250 ］

213211
合　　計

会

計

部

門

公

営

企

業

等

＜参考＞人口10,000人当たり職員数 97.84人

関連調整係の新設

1

観光振興局の設置に伴う事務事業の縮小

＜参考＞人口10,000人当たり職員数　67.98人
（類似団体の人口10,000人当たり職員数  51.99人）

△ 1

1

1

△ 1

0

　　　　　　　　　　　　　　〃

1

資格所持者（保健師）の衛生部門への異動

1

欠員補充 1

＜参考＞人口10,000人当たり職員数　78.09人
（類似団体の人口10,000人当たり職員数  68.95人）
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成24年4月1日現在）

　

(3) 職員数の推移

（単位：人）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

23  

△ 10  

22年

24  

普 通 会 計 計

148  

公 営 企 業 等 会 計 計

59歳

一 般 行 政

教 育

23年

21  

44  

24  △ 1  

計

（△6.5%）

（△6.8%）153  152  147  

231  223  213  

区　分

～
40歳 44歳

～

233  

36歳20歳

～

20歳

35歳

28歳 32歳

47歳未満

～～

31歳23歳 27歳 39歳

人

26

24歳

人

43  

170  181  

21年

52  

人人

27

158  

20年

20

160  

24年19年

14

人

1

人

　　　　　　　年　度
　部　門

職員数
人

26 14

△ 9  （△20.9%）

（△9.4%）

17

24  

47  46  43  

総 合 計 220  211  

184  176  177  

△ 20  

213

～

48歳 52歳

28

人

△ 11  

22  

過去５年間の

2910 1

人

増減数　（率）

168  

（△4.5%）

～

43歳 55歳 以上

56歳

人 人

51歳

人

～

人

60歳

～～

0%

5%

10%

15%

20%

25%

20未満 20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 60以上 

平成24年の構成比 平成19年（5年前）の構成比 
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７　公営企業職員の状況

 (1)　水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成24年3月31日現在の人数である。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成24年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

　（23年度支給割合） 　（23年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　　　5～15% 　　・役職加算　　　5～15%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

％　

(参考)類似団体平均
一人当たり給与費

職 員 給 与 費

12.3

千円

給与費比率　Ｂ／ＡＢ　

12.8

6,350

528,316

千円　

１人当たり
給与費 B/A

千円　

（ 0.65

 2.75

％　

純損益又は実質収支
に占める職員給与費比率

総費用に占める職員 （参考）　22年度の総費用

千円　
23年度

（ 1.45

44.0

1.35

450,319

月分）

　　　　千円

　１人当たり平均支給額（23年度）

 2.60

職員数

Ａ　

区 分

区 分

253,255

1,320

職 員 手 当

千円　
23年度

期末・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（23年度）

平 均 年 齢 基 本 給

358,043

（ 0.7

7,921  6  32,423  

千円　

1,834

区 分

21,787  

Ａ　

月分）

下諏訪町

1,492

45.4

月分

平 均 月 収 額

団体平均

5,404  

月分）

 1.40

2,715  

団 体 平 均

千円　

（ 1.5

32,423

計　　Ｂ　

給 与 費

下 諏 訪 町 317,431

月分

月分）

総 費 用

給 料

千円　人　
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イ　退職手当（平成24年4月1日現在）

　勤続２０年 月分 月分 　勤続２０年 月分 月分

　勤続２５年 月分 月分 　勤続２５年 月分 月分

　勤続３５年 月分 月分 　勤続３５年 月分 月分

　最高限度額 月分 月分 　最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　　定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算） 　　定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）

　　勧奨退職時特別昇給 （1～2号俸）

　１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 　１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は平成23年度に退職した職員に支給された平均額である。町は該当者なし。

ウ　地域手当（平成24年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

-

下諏訪町

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

36,000

　料金等の徴収

33.3

72

　（支給率）　　　　　　　　自己都合　    勧奨・定年 　（支給率）　　　　　　　　自己都合　    勧奨・定年

41.34

59.28

30.55

59.28

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

支給実績（23年度決算）

　塩素滅菌器調整、
　塩素等薬物取扱い

-

41.34

-

支給実績（23年度決算）

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員

15,252

59.28

一般行政職の制度（支給率）

47.50 59.28

-

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

支 給 対 象 職 員 数

0

支 給 率支 給 対 象 地 域

23.50

33.50

-

23.50

47.50

59.28

団体平均

30.55

0

59.28

33.50

支給実績（22年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度）

-

手当の種類（手当数）

支給実績（23年度決算）

525

　薬物取扱手当 　企業職員（水道事業）

　集金手当 　企業職員（水道事業）

67

88

 日額　　　　　　　250円

402

 日額　　　　　　　200円

2
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カ　その他の手当（平成24年4月1日現在）  

円

円

円

円

円

円

国 の 制 度
と の 異 同

千円
臨時・緊急の必要等により週休日・休日
に勤務した管理・監督の地位にある職員
に支給　 勤務１回  限度額　12,000円

管理職員特
別勤務手当

世帯区分により11月～翌年3月まで支給
1 扶養親族のある職員　月額 17,800円
2 扶養親族のない職員　月額 10,200円
3 その他の職員　　　　月額　7,360円

管理・監督の地位にある職員に支給

1 課等の長　　 （参  事）54,700円
　　　　　　　 （副参事）51,700円
2 課長補佐　　 （主　幹）39,300円
　　　　　　　 （副主幹）39,300円

寒冷地手当

内 容 及 び 支 給 単 価
国の制度と
異なる内容

手 当 名

同

32,400通勤手当

289,800

同

扶養手当

住居手当

1,068

580

管理職手当

同

家賃を支払い借家等に居住する職員に支
給

1 家賃月額23,000円以下
　　　　　　　　　　家賃額-12,000円
2 家賃月額23,001円～54,999円
　　(家賃額-23,000円)×1/2+11,000円
3 家賃月額55,000円以上　　 27,000円

交通機関・交通用具等の通勤職員に支給
1 交通機関
　運賃等相当額　限度額　　 55,000円
2 自動車等
　通勤距離　　　限度額　　 24,500円

扶養親族のある職員に支給

1 配偶者　　　　　　　　　 13,000円
2 その他　１人につき        6,500円

同

97

同

千円

0

千円

同

千円

82,667

支 給 実 績
（23年度決算）

千円

千円

213,600

0

496

0

0

支給職員１人当たり
平 均 支 給 年 額
（ 23 年 度 決 算 ）
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